
提言ドラフトドラフト

核被害者援助と国際協力をすすめるにあたってと国際協力をすすめるにあたって国際協力をすすめるにあたってをすすめるにあたって1

内容

1）「核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当創設し、次回締約国会議から核被害者の当し、次回締約国会議から核被害者の当次回締約国会議から核被害者の当から核被害者の当核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当当

事者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当参加の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当具体化を図っていくことを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当図っていくことっていくこと......................................................................................2

2)　1)の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当被害コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当参加の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当もとで、次回締約国会議から核被害者の当核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当援助に関係する議論を締約国会議のに創設し、次回締約国会議から核被害者の当関係する議論を締約国会議のする議論を締約国会議の議から核被害者の当論を締約国会議のを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当締約国会議から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当

テーマ別討論で積み重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）別討論を締約国会議ので積み重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）み重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）ねながら核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当締約国会議から核被害者の当に創設し、次回締約国会議から核被害者の当あわせて「核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当フォーラム」（仮称）」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当（仮称）仮称）

を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当開催することする議論を締約国会議のこと..........................................................................................................................3

3)核被害コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当が締約国会議から核被害者の当や関連会合に参加できるように、交通費・滞在費の支関連会合に参加できるように、交通費・滞在費の支に創設し、次回締約国会議から核被害者の当参加できる議論を締約国会議のように創設し、次回締約国会議から核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当交通費・滞在費の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当支

給制度ともに、かれらが母語で自由に発言ができるように通訳体制を整備していくことともに創設し、次回締約国会議から核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当かれら核被害者の当が母語で自由に発言ができるように通訳体制を整備していくことで自由に発言ができるように通訳体制を整備していくことに創設し、次回締約国会議から核被害者の当発言ができるように通訳体制を整備していくことができる議論を締約国会議のように創設し、次回締約国会議から核被害者の当通訳体制を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当整備していくことしていくこと

......................................................................................................................................................4

4) 核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当援助に関係する議論を締約国会議のと環境修復および関連する国際協力に関する情報収集制度を改良し、および関連する国際協力に関する情報収集制度を改良し、関連する議論を締約国会議の国際協力に関する情報収集制度を改良し、に創設し、次回締約国会議から核被害者の当関する議論を締約国会議の情報収集制度ともに、かれらが母語で自由に発言ができるように通訳体制を整備していくことを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当改良し、し、次回締約国会議から核被害者の当被害

者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当含めて、団体、個人による通報制度を確立することめて、次回締約国会議から核被害者の当団体、次回締約国会議から核被害者の当個人による通報制度を確立することに創設し、次回締約国会議から核被害者の当よる議論を締約国会議の通報制度ともに、かれらが母語で自由に発言ができるように通訳体制を整備していくことを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当確立することする議論を締約国会議のこと..........................4

5) 被害の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当把握するためにも、核被害地域に足を運び、当事者の体験に学んだり、その思いする議論を締約国会議のために創設し、次回締約国会議から核被害者の当も、次回締約国会議から核被害者の当核被害地域に足を運び、当事者の体験に学んだり、その思いに創設し、次回締約国会議から核被害者の当足を運び、当事者の体験に学んだり、その思いを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当運び、当事者の体験に学んだり、その思いび関連する国際協力に関する情報収集制度を改良し、、次回締約国会議から核被害者の当当事者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当体験に学んだり、その思いに創設し、次回締約国会議から核被害者の当学んだり、その思いんだり、次回締約国会議から核被害者の当その参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当思いい

に創設し、次回締約国会議から核被害者の当直に触れたりする機会をつくるべきに創設し、次回締約国会議から核被害者の当触れたりする機会をつくるべきれたりする議論を締約国会議の機会を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当つくる議論を締約国会議のべき..................................................................................5

6) 国際信託基金の設置にあたっては、被害コミュニティへの還元につとめ、の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当設し、次回締約国会議から核被害者の当置にあたっては、被害コミュニティへの還元につとめ、に創設し、次回締約国会議から核被害者の当あたっては、次回締約国会議から核被害者の当被害コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当への参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当還元につとめ、に創設し、次回締約国会議から核被害者の当つとめ、次回締約国会議から核被害者の当NGO も核被害

者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当援助に関係する議論を締約国会議のの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当国際協力に関する情報収集制度を改良し、に創設し、次回締約国会議から核被害者の当関わっていける議論を締約国会議のように創設し、次回締約国会議から核被害者の当する議論を締約国会議のべき..........................................................5

核兵器禁止条約の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当第 6 条、次回締約国会議から核被害者の当7 条に創設し、次回締約国会議から核被害者の当規定されている「核兵器の使用・実験の被害者に対する援されている議論を締約国会議の「核兵器の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当使用・実験に学んだり、その思いの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当に創設し、次回締約国会議から核被害者の当対する援する議論を締約国会議の援

助に関係する議論を締約国会議の」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当および関連する国際協力に関する情報収集制度を改良し、「影響を受けた環境の修復」をどう進めていくのか、またかかる「国際協力」をを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当受けた環境の修復」をどう進めていくのか、またかかる「国際協力」をけた環境の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当修復および関連する国際協力に関する情報収集制度を改良し、」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当どう進めていくのか、またかかる「国際協力」をめていくの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当か、次回締約国会議から核被害者の当またかかる議論を締約国会議の「国際協力に関する情報収集制度を改良し、」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当

どう実施していけばいいのだろうか。していけばいいの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当だろうか。核実験に学んだり、その思い被害国である議論を締約国会議のザフスタンが議長国となる第が議から核被害者の当長国となる議論を締約国会議の第 3 回

締約国会議から核被害者の当で、次回締約国会議から核被害者の当「被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当援助に関係する議論を締約国会議のおよび関連する国際協力に関する情報収集制度を改良し、環境修復および関連する国際協力に関する情報収集制度を改良し、の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当ための参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当国際信託基金の設置にあたっては、被害コミュニティへの還元につとめ、の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当設し、次回締約国会議から核被害者の当置にあたっては、被害コミュニティへの還元につとめ、を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当優先的に検討すに創設し、次回締約国会議から核被害者の当検討す

1 この参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当提言ができるように通訳体制を整備していくこと書案は、核兵器をなくす日本キャンペーンの委託により竹峰誠一郎によって「被爆は、次回締約国会議から核被害者の当核兵器を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当なくす日本キャンペーンの委託により竹峰誠一郎によって「被爆キャンが議長国となる第ペーンが議長国となる第の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当委託に創設し、次回締約国会議から核被害者の当より竹峰誠一郎によって「被爆に創設し、次回締約国会議から核被害者の当よって「被爆 80年 

核兵器を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当なくす国際市民フォーラム」（フォーラム」（仮称）」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当（仮称）2025年 8～9日、次回締約国会議から核被害者の当東京）に創設し、次回締約国会議から核被害者の当向けて起草された。けて起草された。された。

1



る議論を締約国会議の」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当（仮称）Decision 4, TPNW/MSP/2023/14, Annex II）ことが前回の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当締約国会合に参加できるように、交通費・滞在費の支で合に参加できるように、交通費・滞在費の支意されているされている議論を締約国会議の。

この参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当前回会合に参加できるように、交通費・滞在費の支の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当合に参加できるように、交通費・滞在費の支意されているを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当踏まえ、今回の締約国会議では、核被害援助と国際協力まえ、次回締約国会議から核被害者の当今回の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当締約国会議から核被害者の当では、次回締約国会議から核被害者の当核被害援助に関係する議論を締約国会議のと国際協力に関する情報収集制度を改良し、に創設し、次回締約国会議から核被害者の当向けて起草された。けた議から核被害者の当論を締約国会議の

が進めていくのか、またかかる「国際協力」を展しし、次回締約国会議から核被害者の当実施していけばいいのだろうか。に創設し、次回締約国会議から核被害者の当向けて起草された。けた道筋が切り拓かれていくが切り拓かれていくり拓かれていくかれていくことを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当切り拓かれていく望し、わたしたちはこの提言を提し、次回締約国会議から核被害者の当わたしたちはこの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当提言ができるように通訳体制を整備していくことを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当提

出する。する議論を締約国会議の。

核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当援助に関係する議論を締約国会議のと国際協力に関する情報収集制度を改良し、を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当進めていくのか、またかかる「国際協力」をめる議論を締約国会議のことは、次回締約国会議から核被害者の当核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当管轄下に抱えているか否か、あるに創設し、次回締約国会議から核被害者の当抱えているか否か、あるえている議論を締約国会議のか否か、あるか、次回締約国会議から核被害者の当ある議論を締約国会議の

いはこの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当分野に関心があるか否かを問わず、すべての締約国の利益につながるものである。に創設し、次回締約国会議から核被害者の当関心があるか否かを問わず、すべての締約国の利益につながるものである。がある議論を締約国会議のか否か、あるかを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当問わず、すべての締約国の利益につながるものである。わず、次回締約国会議から核被害者の当すべての参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当締約国の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当利益につながるものである。に創設し、次回締約国会議から核被害者の当つながる議論を締約国会議のもの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当である議論を締約国会議の。

なぜなら核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当援助に関係する議論を締約国会議のと国際協力に関する情報収集制度を改良し、の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当実現に向けて締約国会議が尽力することは、人道的に創設し、次回締約国会議から核被害者の当向けて起草された。けて締約国会議から核被害者の当が尽力に関する情報収集制度を改良し、する議論を締約国会議のことは、次回締約国会議から核被害者の当人による通報制度を確立すること道的に検討す

アプローチをとる核兵器禁止条約とその締約国会議の価値をさらに高め、普遍化を図っていを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当とる議論を締約国会議の核兵器禁止条約とその参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当締約国会議から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当価値をさらに高め、普遍化を図っていを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当さら核被害者の当に創設し、次回締約国会議から核被害者の当高め、普遍化を図っていめ、次回締約国会議から核被害者の当普遍化を図っていくことを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当図っていくことってい

くことができる議論を締約国会議のから核被害者の当である議論を締約国会議の。核兵器禁止条約を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当つうじて世界各地の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当存在に創設し、次回締約国会議から核被害者の当光を当を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当当

てる議論を締約国会議のことは、次回締約国会議から核被害者の当核兵器は戦時使用はもちろんの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当こと、次回締約国会議から核被害者の当さら核被害者の当に創設し、次回締約国会議から核被害者の当核兵器を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当保有すること、開発するする議論を締約国会議のこと、次回締約国会議から核被害者の当開発する議論を締約国会議の

こと、次回締約国会議から核被害者の当その参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当ことがもつ非人による通報制度を確立すること道性を現実に即して具体的に示すものとなる。そのことを通じてを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当現に向けて締約国会議が尽力することは、人道的実に創設し、次回締約国会議から核被害者の当即して具体的に示すものとなる。そのことを通じてして具体的に検討すに創設し、次回締約国会議から核被害者の当示すものとなる。そのことを通じてすもの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当となる議論を締約国会議の。その参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当ことを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当通じて、次回締約国会議から核被害者の当

核兵器の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当戦時使用の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当み重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当問わず、すべての締約国の利益につながるものである。題とする核抑止論を乗り越えて、核兵器禁止への説得力を高めてとする議論を締約国会議の核抑止論を締約国会議のを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当乗り越えて、核兵器禁止への説得力を高めてり越えて、核兵器禁止への説得力を高めてえて、次回締約国会議から核被害者の当核兵器禁止への参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当説得力に関する情報収集制度を改良し、を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当高め、普遍化を図っていめて

いくもの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当に創設し、次回締約国会議から核被害者の当もなる議論を締約国会議の。核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当援助に関係する議論を締約国会議のと国際協力に関する情報収集制度を改良し、の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当具現に向けて締約国会議が尽力することは、人道的化を図っていくことに創設し、次回締約国会議から核被害者の当向けて起草された。けて核兵器禁止条約の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当締約国会

議から核被害者の当が合に参加できるように、交通費・滞在費の支意されているを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当積み重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）み重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）ねていくことは、次回締約国会議から核被害者の当その参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当こと自体が、次回締約国会議から核被害者の当締約国だから核被害者の当こそできる議論を締約国会議の、次回締約国会議から核被害者の当核兵器禁止

条約の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当第 7 条に創設し、次回締約国会議から核被害者の当規定されている「核兵器の使用・実験の被害者に対する援されている議論を締約国会議の核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当国際協力に関する情報収集制度を改良し、の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当実践につながることでもある。に創設し、次回締約国会議から核被害者の当つながる議論を締約国会議のことでもある議論を締約国会議の。

今年 2025 年は、次回締約国会議から核被害者の当広島、次回締約国会議から核被害者の当長崎の原爆投下からの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当原爆投下に抱えているか否か、あるから核被害者の当 80 年である議論を締約国会議のとともに創設し、次回締約国会議から核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当核兵器がこの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当世に創設し、次回締約国会議から核被害者の当誕生

してから核被害者の当 80 年でもある議論を締約国会議の。核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当援助に関係する議論を締約国会議の、次回締約国会議から核被害者の当環境修復および関連する国際協力に関する情報収集制度を改良し、、次回締約国会議から核被害者の当国際協力に関する情報収集制度を改良し、とは、次回締約国会議から核被害者の当核兵器が 80 年間存在し

続けた結果生み出されてきた核兵器が遺してきた問題と向き合うことである。核被害者の援けた結果生み重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）出する。されてきた核兵器が遺してきた問題と向き合うことである。核被害者の援してきた問わず、すべての締約国の利益につながるものである。題とする核抑止論を乗り越えて、核兵器禁止への説得力を高めてと向けて起草された。き合に参加できるように、交通費・滞在費の支うことである議論を締約国会議の。核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当援

助に関係する議論を締約国会議のと国際協力に関する情報収集制度を改良し、は、次回締約国会議から核被害者の当これから核被害者の当起こる議論を締約国会議の可能性を現実に即して具体的に示すものとなる。そのことを通じてがある議論を締約国会議の未来の危機への対応ではない。核被害地ではの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当危機への参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当対する援応ではない。核被害地ではではない。核被害地では

切り拓かれていく実に創設し、次回締約国会議から核被害者の当求められてきたが、これまで核兵器をめぐる国際的な議論のなかからも兵器にのみ注めら核被害者の当れてきたが、次回締約国会議から核被害者の当これまで核兵器を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当めぐる議論を締約国会議の国際的に検討すな議から核被害者の当論を締約国会議のの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当なかから核被害者の当も兵器に創設し、次回締約国会議から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当み重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）注

目され、放置されてきた問題なのである。核被害者の援助と国際協力を始めるのはすでに遅され、次回締約国会議から核被害者の当放置にあたっては、被害コミュニティへの還元につとめ、されてきた問わず、すべての締約国の利益につながるものである。題とする核抑止論を乗り越えて、核兵器禁止への説得力を高めてなの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当である議論を締約国会議の。核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当援助に関係する議論を締約国会議のと国際協力に関する情報収集制度を改良し、を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当始めるのはすでに遅める議論を締約国会議のの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当はすでに創設し、次回締約国会議から核被害者の当遅

すぎる議論を締約国会議のくら核被害者の当いである議論を締約国会議のが、次回締約国会議から核被害者の当それでも、次回締約国会議から核被害者の当できる議論を締約国会議のことから核被害者の当始めるのはすでに遅めていくことが極めて重要である。めて重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）要である。である議論を締約国会議の。国

際信託基金の設置にあたっては、被害コミュニティへの還元につとめ、の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当仕組み作りは重要であるが、国際信託基金が正式に立ち上がる前段階に、締約み重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）作りは重要であるが、国際信託基金が正式に立ち上がる前段階に、締約りは重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）要である。である議論を締約国会議のが、次回締約国会議から核被害者の当国際信託基金の設置にあたっては、被害コミュニティへの還元につとめ、が正式に立ち上がる前段階に、締約に創設し、次回締約国会議から核被害者の当立することち上がる前段階に、締約がる議論を締約国会議の前段階に、締約に創設し、次回締約国会議から核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当締約

国だから核被害者の当こそできる議論を締約国会議のことはある議論を締約国会議のことを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当この参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当提言ができるように通訳体制を整備していくことは、次回締約国会議から核被害者の当以下に抱えているか否か、あるに創設し、次回締約国会議から核被害者の当 1)から核被害者の当 5)まで示すものとなる。そのことを通じてしていく。その参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当

うえで 6)として国際信託基金の設置にあたっては、被害コミュニティへの還元につとめ、の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当成立することに創設し、次回締約国会議から核被害者の当向けて起草された。けた提言ができるように通訳体制を整備していくことを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当行う。う。

1）「核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当事者参加」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当事者参加の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当事者参加参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当事者参加を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当事者参加たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当事者参加し、次回締約国会議から核被害者の当事者参加次回締約国会議から核被害者の当事者参加から核被害者の当事者参加核被害者の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当事者参加当事者参加

の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当事者参加具体化を図っていくことを図っていくことっていくこと国際協力をすすめるにあたって

　ウィ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当ーンが議長国となる第⾏動計画は第は第 19 で、次回締約国会議から核被害者の当核兵器禁止条約「第 6 条および関連する国際協力に関する情報収集制度を改良し、第 7 条の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当効果的に検討すかつ持続けた結果生み出されてきた核兵器が遺してきた問題と向き合うことである。核被害者の援可能

な実施していけばいいのだろうか。を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当進めていくのか、またかかる「国際協力」をめる議論を締約国会議のために創設し、次回締約国会議から核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当国際機関、次回締約国会議から核被害者の当市⺠社会、次回締約国会議から核被害者の当影響を受けた環境の修復」をどう進めていくのか、またかかる「国際協力」をを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当受けた環境の修復」をどう進めていくのか、またかかる「国際協力」をける議論を締約国会議のコミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当（仮称）affected 

communities）、次回締約国会議から核被害者の当先住⺠、次回締約国会議から核被害者の当⻘年を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当含めて、団体、個人による通報制度を確立することむ関連する利害関係者関連する議論を締約国会議の利害関係する議論を締約国会議の者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当(stakeholders)stakeholders)と関わり、次回締約国会議から核被害者の当協働する。する議論を締約国会議の。
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特に、被害者援助と環境修復のプロセスのすべての段階において、影響を受けるコミュニに創設し、次回締約国会議から核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当援助に関係する議論を締約国会議のと環境修復および関連する国際協力に関する情報収集制度を改良し、の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当プロセスの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当すべての参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当段階に、締約に創設し、次回締約国会議から核被害者の当おいて、次回締約国会議から核被害者の当影響を受けた環境の修復」をどう進めていくのか、またかかる「国際協力」をを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当受けた環境の修復」をどう進めていくのか、またかかる「国際協力」をける議論を締約国会議のコミュニ

ティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当と緊密に協議し、積極的に関与し、情報を発信していく」とうたっている。に創設し、次回締約国会議から核被害者の当協議から核被害者の当し、次回締約国会議から核被害者の当積み重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）極めて重要である。的に検討すに創設し、次回締約国会議から核被害者の当関与し、情報を発信していく」とうたっている。し、次回締約国会議から核被害者の当情報を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当発信していく」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当とうたっている議論を締約国会議の。

締約国会議から核被害者の当が「影響を受けた環境の修復」をどう進めていくのか、またかかる「国際協力」をを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当受けた環境の修復」をどう進めていくのか、またかかる「国際協力」をける議論を締約国会議のコミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当と緊密に協議し、積極的に関与し、情報を発信していく」とうたっている。に創設し、次回締約国会議から核被害者の当協議から核被害者の当し、次回締約国会議から核被害者の当積み重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）極めて重要である。的に検討すに創設し、次回締約国会議から核被害者の当関与し、情報を発信していく」とうたっている。し、次回締約国会議から核被害者の当情報を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当発信

していく」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当ために創設し、次回締約国会議から核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当当事者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当参加を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当進めていくのか、またかかる「国際協力」をめていくために創設し、次回締約国会議から核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当国、次回締約国会議から核被害者の当国際機関、次回締約国会議から核被害者の当NGO とは別

に創設し、次回締約国会議から核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当団体代表、次回締約国会議から核被害者の当被害地域に足を運び、当事者の体験に学んだり、その思い代表、次回締約国会議から核被害者の当被害自治体代表ら核被害者の当から核被害者の当なる議論を締約国会議の、次回締約国会議から核被害者の当核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当

参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当設し、次回締約国会議から核被害者の当する議論を締約国会議のことを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当わたしたちは提案は、核兵器をなくす日本キャンペーンの委託により竹峰誠一郎によって「被爆する議論を締約国会議の。

条約の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当中で、国家、国際機関、で、次回締約国会議から核被害者の当国家、次回締約国会議から核被害者の当国際機関、次回締約国会議から核被害者の当NGO とは別に創設し、次回締約国会議から核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当関連する議論を締約国会議のアクターの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当参加が保障されているされている議論を締約国会議の

先例はある。たとえば「気候変動枠組条約」とともに、国際環境条約の双璧をなしているはある議論を締約国会議の。たとえば「気候変動枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当組み作りは重要であるが、国際信託基金が正式に立ち上がる前段階に、締約条約」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当とともに創設し、次回締約国会議から核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当国際環境条約の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当双璧をなしているを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当なしている議論を締約国会議の

「生物多様性を現実に即して具体的に示すものとなる。そのことを通じて条約（仮称）CBD）」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当では、次回締約国会議から核被害者の当政府、次回締約国会議から核被害者の当国際機関、次回締約国会議から核被害者の当NGO だけでなく、次回締約国会議から核被害者の当「先住民フォーラム」（族・地域に足を運び、当事者の体験に学んだり、その思い共

同体」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当(stakeholders)IPLCs：Indigenous Peoples and local communities）という参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当が設し、次回締約国会議から核被害者の当定されている「核兵器の使用・実験の被害者に対する援され、次回締約国会議から核被害者の当かれら核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当

参加が保障されているされている議論を締約国会議の。本キャンペーンの委託により竹峰誠一郎によって「被爆締約国会議から核被害者の当で、次回締約国会議から核被害者の当「核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当創設し、次回締約国会議から核被害者の当

していくことを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当合に参加できるように、交通費・滞在費の支意されているし、次回締約国会議から核被害者の当その参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当うえで「核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当参加を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当いかに創設し、次回締約国会議から核被害者の当保障されているしていく

の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当か、次回締約国会議から核被害者の当その参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当制度ともに、かれらが母語で自由に発言ができるように通訳体制を整備していくこと設し、次回締約国会議から核被害者の当計に創設し、次回締約国会議から核被害者の当あたっては、次回締約国会議から核被害者の当生物多様性を現実に即して具体的に示すものとなる。そのことを通じて条約の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当先例はある。たとえば「気候変動枠組条約」とともに、国際環境条約の双璧をなしているが参考になるだろう。に創設し、次回締約国会議から核被害者の当なる議論を締約国会議のだろう。

2)　1)の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当事者参加被害コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当事者参加の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当事者参加参加の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当事者参加もと国際協力をすすめるにあたってで、次回締約国会議から核被害者の当事者参加核被害者援助と国際協力をすすめるにあたってに関係する議論を締約国会議のテーマ別討する議から核被害者の当事者参加論を締約国会議のテーマ別討を締約国会議から核被害者の当事者参加の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当事者参加テーマ別討別討

論を締約国会議のテーマ別討で積み重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）を開催することみ重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）を開催すること重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）を開催することねながら核被害者の当事者参加、次回締約国会議から核被害者の当事者参加締約国会議から核被害者の当事者参加にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）を開催すること」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当事者参加（仮称）を開催すること仮称）を開催することすること国際協力をすすめるにあたって

締約国会議から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当場で政府代表やで政府代表や関連会合に参加できるように、交通費・滞在費の支 NGO などから核被害者の当核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当援助に関係する議論を締約国会議のに創設し、次回締約国会議から核被害者の当関して発言ができるように通訳体制を整備していくことがなされる議論を締約国会議のことはこ

れまでもあったが、次回締約国会議から核被害者の当系統的に検討すに創設し、次回締約国会議から核被害者の当まとまって議から核被害者の当論を締約国会議のする議論を締約国会議の場で政府代表やは未だ作りは重要であるが、国際信託基金が正式に立ち上がる前段階に、締約ら核被害者の当れてはいない。現に向けて締約国会議が尽力することは、人道的在すでに創設し、次回締約国会議から核被害者の当生

じている議論を締約国会議の核被害を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当どう受けた環境の修復」をどう進めていくのか、またかかる「国際協力」をけ止め、次回締約国会議から核被害者の当何をしていくのかという、核被害者援助につながる議論がを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当していくの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当かという、次回締約国会議から核被害者の当核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当援助に関係する議論を締約国会議のに創設し、次回締約国会議から核被害者の当つながる議論を締約国会議の議から核被害者の当論を締約国会議のが

締約国会議から核被害者の当で十分なされてきたとは到底言ができるように通訳体制を整備していくことえない。

第 2 回締約国会議から核被害者の当での参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当決定されている「核兵器の使用・実験の被害者に対する援 2 では、次回締約国会議から核被害者の当今後の締約国会議ではテーマ別討論が行われることにの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当締約国会議から核被害者の当ではテーマ別討論で積み重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）別討論を締約国会議のが行う。われる議論を締約国会議のことに創設し、次回締約国会議から核被害者の当

なっている議論を締約国会議の。この参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当テーマ別討論で積み重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）別討論を締約国会議のの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当一つとして、次回締約国会議から核被害者の当核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当援助に関係する議論を締約国会議のに創設し、次回締約国会議から核被害者の当関する議論を締約国会議のテーマ別討論で積み重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当継続けた結果生み出されてきた核兵器が遺してきた問題と向き合うことである。核被害者の援的に検討すに創設し、次回締約国会議から核被害者の当締約

国会議から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当場で政府代表やで設し、次回締約国会議から核被害者の当定されている「核兵器の使用・実験の被害者に対する援し、次回締約国会議から核被害者の当議から核被害者の当論を締約国会議のを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当積み重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）み重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）ねていくことを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当締約国で合に参加できるように、交通費・滞在費の支意されているする議論を締約国会議のことを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当われわれは

求められてきたが、これまで核兵器をめぐる国際的な議論のなかからも兵器にのみ注める議論を締約国会議の。

第 1 回締約国会議から核被害者の当で先立することち非人による通報制度を確立すること道性を現実に即して具体的に示すものとなる。そのことを通じて会議から核被害者の当を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当開催することしたように創設し、次回締約国会議から核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当締約国会議から核被害者の当に創設し、次回締約国会議から核被害者の当あわせて、次回締約国会議から核被害者の当非締

約国に創設し、次回締約国会議から核被害者の当も参加を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当呼び掛けて、核被害者コミュニティが参加し、「核被害者フォーラム」（仮び関連する国際協力に関する情報収集制度を改良し、掛けて、核被害者コミュニティが参加し、「核被害者フォーラム」（仮けて、次回締約国会議から核被害者の当核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当が参加し、次回締約国会議から核被害者の当「核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当フォーラム」（仮称）」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当（仮称）仮

称）を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当開催することする議論を締約国会議のことも、次回締約国会議から核被害者の当わたしたちはあわせて求められてきたが、これまで核兵器をめぐる国際的な議論のなかからも兵器にのみ注める議論を締約国会議の。国連の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当第一委員会決議から核被害者の当（仮称）A/C.1/79/

L.74）に創設し、次回締約国会議から核被害者の当基づき、次回締約国会議から核被害者の当国連事務総長が呼び掛けて、核被害者コミュニティが参加し、「核被害者フォーラム」（仮び関連する国際協力に関する情報収集制度を改良し、かけ 2026 年の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当適切り拓かれていくな時期に、核被害者支援と環境修復に創設し、次回締約国会議から核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当支援と環境修復および関連する国際協力に関する情報収集制度を改良し、

に創設し、次回締約国会議から核被害者の当関する議論を締約国会議の会合に参加できるように、交通費・滞在費の支が 1 日だけである議論を締約国会議のが国連で開催することされる議論を締約国会議の予定されている「核兵器の使用・実験の被害者に対する援に創設し、次回締約国会議から核被害者の当なったことは、次回締約国会議から核被害者の当大いに注目されるいに創設し、次回締約国会議から核被害者の当注目され、放置されてきた問題なのである。核被害者の援助と国際協力を始めるのはすでに遅される議論を締約国会議の。
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しかしこの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当動きが一過性を現実に即して具体的に示すものとなる。そのことを通じてなもの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当に創設し、次回締約国会議から核被害者の当終わらないためにも、わら核被害者の当ないために創設し、次回締約国会議から核被害者の当も、次回締約国会議から核被害者の当締約国会議から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当場で政府代表やを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当活かして、核被害かして、次回締約国会議から核被害者の当核被害

者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当支援と環境修復および関連する国際協力に関する情報収集制度を改良し、の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当議から核被害者の当論を締約国会議のと合に参加できるように、交通費・滞在費の支意されているを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当積み重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）み重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）ね、次回締約国会議から核被害者の当実行う。に創設し、次回締約国会議から核被害者の当移していく仕組み作りが求められる。していく仕組み作りは重要であるが、国際信託基金が正式に立ち上がる前段階に、締約み重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）作りは重要であるが、国際信託基金が正式に立ち上がる前段階に、締約りが求められてきたが、これまで核兵器をめぐる国際的な議論のなかからも兵器にのみ注めら核被害者の当れる議論を締約国会議の。

「核兵器の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当使用の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当（仮称）ヒバクシャ）及び核兵器の実験により影響を受ける者」び関連する国際協力に関する情報収集制度を改良し、核兵器の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当実験に学んだり、その思いに創設し、次回締約国会議から核被害者の当より影響を受けた環境の修復」をどう進めていくのか、またかかる「国際協力」をを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当受けた環境の修復」をどう進めていくのか、またかかる「国際協力」をける議論を締約国会議の者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当

（仮称）TPNW 前文）、次回締約国会議から核被害者の当および関連する国際協力に関する情報収集制度を改良し、「核兵器その参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当他の核爆発装置の実験又は使用に関係する活動の結果の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当核爆発装置にあたっては、被害コミュニティへの還元につとめ、の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当実験に学んだり、その思い又は使用に関係する活動の結果は使用に創設し、次回締約国会議から核被害者の当関係する議論を締約国会議のする議論を締約国会議の活かして、核被害動の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当結果

として汚染された」（された」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当（仮称）TPNW6 条 2項）地域に足を運び、当事者の体験に学んだり、その思いの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当人による通報制度を確立することび関連する国際協力に関する情報収集制度を改良し、とが、次回締約国会議から核被害者の当締約国の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当管轄下に抱えているか否か、あるである議論を締約国会議のか否か、あるかを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当問わず、すべての締約国の利益につながるものである。わ

ず、次回締約国会議から核被害者の当幅広く参加し、次回締約国会議から核被害者の当発言ができるように通訳体制を整備していくことし、次回締約国会議から核被害者の当交流する場に、核被害者フォーラムはしていく。そうすることする議論を締約国会議の場で政府代表やに創設し、次回締約国会議から核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当フォーラム」（仮称）はしていく。そうする議論を締約国会議のこと

で「核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当フォーラム」（仮称）」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当は、次回締約国会議から核被害者の当核被害当事者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当参加を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当保障されているし、次回締約国会議から核被害者の当被害コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当エンが議長国となる第パ

ワーメンが議長国となる第トに寄与する可能性がある。に創設し、次回締約国会議から核被害者の当寄与し、情報を発信していく」とうたっている。する議論を締約国会議の可能性を現実に即して具体的に示すものとなる。そのことを通じてがある議論を締約国会議の。

3)核被害コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当事者参加が締約国会議から核被害者の当事者参加や関連会合に参加できるように、交通費・滞在費の支給制度とも関連会合に参加できるように、交通費・滞在費の支給制度ともに参加できるように、次回締約国会議から核被害者の当事者参加交通費・滞在費の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当事者参加支給制度ともと国際協力をすすめるにあたっても

に、次回締約国会議から核被害者の当事者参加かれら核被害者の当事者参加が母語で自由に発言ができるように通訳体制を整備していくことで自由に発言ができるように通訳体制を整備していくことに発言ドラフトができるように通訳体制を整備していくことしていくこと国際協力をすすめるにあたって

核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当当事者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当参加を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当保障されているしていくことは、次回締約国会議から核被害者の当核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当支援に創設し、次回締約国会議から核被害者の当向けて起草された。けた国際協力に関する情報収集制度を改良し、の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当実践につながることでもある。の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当場で政府代表や

としても、次回締約国会議から核被害者の当核兵器禁止条約締約国会議から核被害者の当その参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当もの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当が機能する議論を締約国会議の道を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当開くもの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当となる議論を締約国会議の。ウィ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当ーンが議長国となる第行う。

動宣言ができるように通訳体制を整備していくこと 25 で述べられているように「すべての被害者援助および環境修復、ならびに国際協べら核被害者の当れている議論を締約国会議のように創設し、次回締約国会議から核被害者の当「すべての参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当援助に関係する議論を締約国会議のおよび関連する国際協力に関する情報収集制度を改良し、環境修復および関連する国際協力に関する情報収集制度を改良し、、次回締約国会議から核被害者の当なら核被害者の当び関連する国際協力に関する情報収集制度を改良し、に創設し、次回締約国会議から核被害者の当国際協⼒

および関連する国際協力に関する情報収集制度を改良し、援助に関係する議論を締約国会議の活かして、核被害動を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当特に、被害者援助と環境修復のプロセスのすべての段階において、影響を受けるコミュニに創設し、次回締約国会議から核被害者の当利⽤可能性を現実に即して具体的に示すものとなる。そのことを通じて（仮称）accessibility）、次回締約国会議から核被害者の当包括性を現実に即して具体的に示すものとなる。そのことを通じて（仮称）inclusivity）、次回締約国会議から核被害者の当⾮差別、次回締約国会議から核被害者の当透明性を現実に即して具体的に示すものとなる。そのことを通じて

の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当原則に則り、影響を受けるコミュニティと協調して実施」していくうえでの、具体的な実に創設し、次回締約国会議から核被害者の当則に則り、影響を受けるコミュニティと協調して実施」していくうえでの、具体的な実り、次回締約国会議から核被害者の当影響を受けた環境の修復」をどう進めていくのか、またかかる「国際協力」をを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当受けた環境の修復」をどう進めていくのか、またかかる「国際協力」をける議論を締約国会議のコミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当と協調して実施」していくうえでの、具体的な実して実施していけばいいのだろうか。」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当していくうえでの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当具体的に検討すな実

践につながることでもある。ともなろう。

　かかる議論を締約国会議の費用は信託基金の設置にあたっては、被害コミュニティへの還元につとめ、が創設し、次回締約国会議から核被害者の当されたときは同基金の設置にあたっては、被害コミュニティへの還元につとめ、から核被害者の当捻出する。される議論を締約国会議のの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当が望し、わたしたちはこの提言を提ましいだろう。信

託基金の設置にあたっては、被害コミュニティへの還元につとめ、が創設し、次回締約国会議から核被害者の当される議論を締約国会議の前までは、次回締約国会議から核被害者の当議から核被害者の当長国が中で、国家、国際機関、心があるか否かを問わず、すべての締約国の利益につながるものである。として、次回締約国会議から核被害者の当締約国、次回締約国会議から核被害者の当国際機関、次回締約国会議から核被害者の当市民フォーラム」（社会が共同し

て取り組んでいくことだろう。り組み作りは重要であるが、国際信託基金が正式に立ち上がる前段階に、締約んでいくことだろう。ICAN ある議論を締約国会議のいは日本キャンペーンの委託により竹峰誠一郎によって「被爆国内では「核なき世界基金」はすでに、では「核なき世界基金の設置にあたっては、被害コミュニティへの還元につとめ、」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当はすでに創設し、次回締約国会議から核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当

核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当が核兵器禁止条約を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当はじめとする議論を締約国会議の各種会合に参加できるように、交通費・滞在費の支に創設し、次回締約国会議から核被害者の当参加できる議論を締約国会議のように創設し、次回締約国会議から核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当財政

支援を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当おこなっている議論を締約国会議のことを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当あわせて付記しておきたい。しておきたい。

　

4) 核被害者援助と国際協力をすすめるにあたってと国際協力をすすめるにあたって環境修復および関連する国際協力に関する情報収集制度を改良し、および関連する国際協力に関する情報収集制度を改良し、関連する国際協力をすすめるにあたってに関する情報収集制度ともを改良し、し、次回締約国会議から核被害者の当事者参加被害者コ

ミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当事者参加を含めて、団体、個人による通報制度を確立することめて、次回締約国会議から核被害者の当事者参加団体、次回締約国会議から核被害者の当事者参加個人による通報制度を確立することによる通報制度ともを確立することすること国際協力をすすめるにあたって

　前回の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当締約国会議から核被害者の当で、次回締約国会議から核被害者の当被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当援助に関係する議論を締約国会議のや関連会合に参加できるように、交通費・滞在費の支国際協力に関する情報収集制度を改良し、の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当ために創設し、次回締約国会議から核被害者の当必要である。な情報を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当集める議論を締約国会議のため締約国が情

報提供を行うとともに、そのための書式が合意された。しかし実際に情報提供を行った国はを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当行う。うとともに創設し、次回締約国会議から核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当その参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当ための参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当書式に立ち上がる前段階に、締約が合に参加できるように、交通費・滞在費の支意されているされた。しかし実際に創設し、次回締約国会議から核被害者の当情報提供を行うとともに、そのための書式が合意された。しかし実際に情報提供を行った国はを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当行う。った国は、次回締約国会議から核被害者の当

既定されている「核兵器の使用・実験の被害者に対する援の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当書式に立ち上がる前段階に、締約に創設し、次回締約国会議から核被害者の当基づくもの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当が NZ の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当 1 か国の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当み重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）で、次回締約国会議から核被害者の当他の核爆発装置の実験又は使用に関係する活動の結果に創設し、次回締約国会議から核被害者の当は合に参加できるように、交通費・滞在費の支意されているされた書式に立ち上がる前段階に、締約に創設し、次回締約国会議から核被害者の当基づかない形でカでカ

ザフスタンが議長国となる第に創設し、次回締約国会議から核被害者の当よる議論を締約国会議の情報提供を行うとともに、そのための書式が合意された。しかし実際に情報提供を行った国はがなされただけに創設し、次回締約国会議から核被害者の当とどまっている議論を締約国会議の。
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　そうした現に向けて締約国会議が尽力することは、人道的況のなかで次回会合に向けて、カザフスタン報告（の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当なかで次回会合に参加できるように、交通費・滞在費の支に創設し、次回締約国会議から核被害者の当向けて起草された。けて、次回締約国会議から核被害者の当カザフスタンが議長国となる第報告（仮称）TPNW/MSP/2023/10）の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当よ

うに創設し、次回締約国会議から核被害者の当既存の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当書式に立ち上がる前段階に、締約ではない形でカでも情報報告を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当改めて求められてきたが、これまで核兵器をめぐる国際的な議論のなかからも兵器にのみ注めていく必要である。がある議論を締約国会議の。当該国が把握するためにも、核被害地域に足を運び、当事者の体験に学んだり、その思いして

いる議論を締約国会議の被害の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当実態や被害者援助の情報共有が、締約国会議に集積していくように、締約国がすや関連会合に参加できるように、交通費・滞在費の支被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当援助に関係する議論を締約国会議のの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当情報共有すること、開発するが、次回締約国会議から核被害者の当締約国会議から核被害者の当に創設し、次回締約国会議から核被害者の当集積み重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）していくように創設し、次回締約国会議から核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当締約国がす

すんで協力に関する情報収集制度を改良し、する議論を締約国会議のことが求められてきたが、これまで核兵器をめぐる国際的な議論のなかからも兵器にのみ注めら核被害者の当れよう。

　情報提供を行うとともに、そのための書式が合意された。しかし実際に情報提供を行った国はは、次回締約国会議から核被害者の当締約国から核被害者の当だけでなく、次回締約国会議から核被害者の当被害当事者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当はじめ、次回締約国会議から核被害者の当NGO も含めて、団体、個人による通報制度を確立することめてより幅広く募っっ

ていく必要である。があろう。　国際人による通報制度を確立すること権規約など、次回締約国会議から核被害者の当多くの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当人による通報制度を確立すること権条約では、次回締約国会議から核被害者の当条約上がる前段階に、締約保障されているされている議論を締約国会議の権

利が侵害されたと訴える個人（被害者）が加害国を相手として、権利回復・救済を求めて通える議論を締約国会議の個人による通報制度を確立すること（仮称）被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当）が加害国を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当相手として、権利回復・救済を求めて通として、次回締約国会議から核被害者の当権利回復および関連する国際協力に関する情報収集制度を改良し、・救済を求めて通を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当求められてきたが、これまで核兵器をめぐる国際的な議論のなかからも兵器にのみ注めて通

報する議論を締約国会議の手として、権利回復・救済を求めて通続けた結果生み出されてきた核兵器が遺してきた問題と向き合うことである。核被害者の援きが備していくことえら核被害者の当れている議論を締約国会議の。国だけでなく、次回締約国会議から核被害者の当被害当事者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当や関連会合に参加できるように、交通費・滞在費の支 NGO から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当情報提供を行うとともに、そのための書式が合意された。しかし実際に情報提供を行った国はも受けた環境の修復」をどう進めていくのか、またかかる「国際協力」をけ

つける議論を締約国会議のことで、次回締約国会議から核被害者の当当事者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当に創設し、次回締約国会議から核被害者の当よる議論を締約国会議の個人による通報制度を確立すること通報制度ともに、かれらが母語で自由に発言ができるように通訳体制を整備していくことを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当創設し、次回締約国会議から核被害者の当していくことに創設し、次回締約国会議から核被害者の当寄与し、情報を発信していく」とうたっている。していくもの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当である議論を締約国会議の。

5) 被害の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当事者参加把握するためにも、核被害地域に足を運び、当事者の体験に学んだり、その思いに直にするためにも、次回締約国会議から核被害者の当事者参加核被害地域に足を運び、当事者の体験に学んだり、その思いに直にに足を運び、当事者の体験に学んだり、その思いに直にを運び、当事者の体験に学んだり、その思いに直にび関連する国際協力に関する情報収集制度を改良し、、次回締約国会議から核被害者の当事者参加当事者の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当事者参加体験に学んだり、その思いに直にに学んだり、その思いに直にんだり、次回締約国会議から核被害者の当事者参加その参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当事者参加思いに直にいに直にに

触れたりする機会をつくるべきれたりする機会をつくるべき

　締約国会議から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当場で政府代表やで情報を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当集めたり、次回締約国会議から核被害者の当被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当招へいしたりすることは重要でへいしたりする議論を締約国会議のことは重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）要である。で

ある議論を締約国会議のが、次回締約国会議から核被害者の当ニューヨークや関連会合に参加できるように、交通費・滞在費の支ジュネーブの会議の場に呼ぶだけでなく、核被害地域の現場に足をの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当会議から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当場で政府代表やに創設し、次回締約国会議から核被害者の当呼び掛けて、核被害者コミュニティが参加し、「核被害者フォーラム」（仮ぶだけでなく、次回締約国会議から核被害者の当核被害地域に足を運び、当事者の体験に学んだり、その思いの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当現に向けて締約国会議が尽力することは、人道的場で政府代表やに創設し、次回締約国会議から核被害者の当足を運び、当事者の体験に学んだり、その思いを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当

運び、当事者の体験に学んだり、その思いんで、次回締約国会議から核被害者の当当事者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当体験に学んだり、その思いを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当聞きながら、核被害とは何か、どう捉えていけばいいのか、核被害きながら核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当核被害とは何をしていくのかという、核被害者援助につながる議論がか、次回締約国会議から核被害者の当どう捉えていけばいいのか、核被害えていけばいいの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当か、次回締約国会議から核被害者の当核被害

援助に関係する議論を締約国会議のを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当めぐる議論を締約国会議のどんなニーズがあるのかなどを、調べることは、被害者援助を進めていくうえがある議論を締約国会議のの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当かなどを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当調して実施」していくうえでの、具体的な実べる議論を締約国会議のことは、次回締約国会議から核被害者の当被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当援助に関係する議論を締約国会議のを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当進めていくのか、またかかる「国際協力」をめていくうえ

では欠かせない。かせない。

　広島、次回締約国会議から核被害者の当長崎の原爆投下からの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当原爆投下に抱えているか否か、あるであれば、次回締約国会議から核被害者の当8月 6 日に創設し、次回締約国会議から核被害者の当広島、次回締約国会議から核被害者の当9 日に創設し、次回締約国会議から核被害者の当長崎の原爆投下からに創設し、次回締約国会議から核被害者の当あわせれば、次回締約国会議から核被害者の当追悼行う。事もふ

くめて行う。われており、次回締約国会議から核被害者の当一度ともに、かれらが母語で自由に発言ができるように通訳体制を整備していくことは訪問わず、すべての締約国の利益につながるものである。を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当していただきたい。カザフスタンが議長国となる第であれば、次回締約国会議から核被害者の当初めて核実めて核実

験に学んだり、その思いが実施していけばいいのだろうか。された日であり、次回締約国会議から核被害者の当その参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当 40 年後の締約国会議ではテーマ別討論が行われることにに創設し、次回締約国会議から核被害者の当核実験に学んだり、その思い場で政府代表やを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当閉鎖した日でもした日でも 8月 29 日周辺に、セメに創設し、次回締約国会議から核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当セメ

イのの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当 Stronger than death  monument の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当ある議論を締約国会議の広場で政府代表やを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当はじめ、次回締約国会議から核被害者の当記しておきたい。念行う。事が開かれている議論を締約国会議の。マ別討論で積み重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）ーシャ

ル諸島であれば、諸島であれば、次回締約国会議から核被害者の当3月 1 日は核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当追悼記しておきたい。念日の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当国の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当休日となっており、次回締約国会議から核被害者の当首都マジュロでマ別討論で積み重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）ジュロで

式に立ち上がる前段階に、締約典をはじめ関連行事が開かれている。を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当はじめ関連行う。事が開かれている議論を締約国会議の。

6) 国際信託基金の設置にあたっては、被害コミュニティへの還元につとめ、の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当事者参加設し、次回締約国会議から核被害者の当事者参加置にあたっては、被害コミュニティへの還元につとめ、にあたっては、次回締約国会議から核被害者の当事者参加被害コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当事者参加への参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当事者参加還元につとめ、につと国際協力をすすめるにあたってめ、次回締約国会議から核被害者の当事者参加NGO も核被害者援助と国際協力をすすめるにあたっての参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当事者参加

国際協力をすすめるにあたってに関わっていけるようにするべき

　核兵器禁止条約に創設し、次回締約国会議から核被害者の当おける議論を締約国会議の核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当援助に関係する議論を締約国会議のは、次回締約国会議から核被害者の当侵害されている議論を締約国会議の核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当人による通報制度を確立すること権の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当救済を求めて通である議論を締約国会議のこ

とに創設し、次回締約国会議から核被害者の当鑑みれば、既存の国際人権保障の制度を参考にして、被害者個人の救済に焦点を当てたみ重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）れば、次回締約国会議から核被害者の当既存の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当国際人による通報制度を確立すること権保障されているの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当制度ともに、かれらが母語で自由に発言ができるように通訳体制を整備していくことを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当参考になるだろう。に創設し、次回締約国会議から核被害者の当して、次回締約国会議から核被害者の当被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当個人による通報制度を確立することの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当救済を求めて通に創設し、次回締約国会議から核被害者の当焦点を当てたを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当当てた

制度ともに、かれらが母語で自由に発言ができるように通訳体制を整備していくことづくりを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当進めていくのか、またかかる「国際協力」をめる議論を締約国会議のべきである議論を締約国会議の。特に、被害者援助と環境修復のプロセスのすべての段階において、影響を受けるコミュニ定されている「核兵器の使用・実験の被害者に対する援の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当国家が基金の設置にあたっては、被害コミュニティへの還元につとめ、の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当受けた環境の修復」をどう進めていくのか、またかかる「国際協力」を益につながるものである。者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当となる議論を締約国会議のことは避ける必要があるける議論を締約国会議の必要である。がある議論を締約国会議の。

その参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当ため基金の設置にあたっては、被害コミュニティへの還元につとめ、の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当活かして、核被害用は、次回締約国会議から核被害者の当被害コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当への参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当還元につとめ、を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当原則に則り、影響を受けるコミュニティと協調して実施」していくうえでの、具体的な実に創設し、次回締約国会議から核被害者の当していくべきである議論を締約国会議の。

5



日本キャンペーンの委託により竹峰誠一郎によって「被爆の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当被爆者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当援護法で確立している相談事業に学び、核被害コミュニティからの相談に応で確立することしている議論を締約国会議の相談事業に学び、核被害コミュニティからの相談に応に創設し、次回締約国会議から核被害者の当学んだり、その思いび関連する国際協力に関する情報収集制度を改良し、、次回締約国会議から核被害者の当核被害コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当相談に創設し、次回締約国会議から核被害者の当応ではない。核被害地では

えていく体制づくりを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当基金の設置にあたっては、被害コミュニティへの還元につとめ、を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当活かして、核被害かして進めていくのか、またかかる「国際協力」をめていくべきである議論を締約国会議の。健康相談、次回締約国会議から核被害者の当教育・普及び核兵器の実験により影響を受ける者」、次回締約国会議から核被害者の当医療

福祉活かして、核被害動、次回締約国会議から核被害者の当継承活かして、核被害動、次回締約国会議から核被害者の当加害国への参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当要である。求められてきたが、これまで核兵器をめぐる国際的な議論のなかからも兵器にのみ注、次回締約国会議から核被害者の当訴える個人（被害者）が加害国を相手として、権利回復・救済を求めて通訟、次回締約国会議から核被害者の当環境整備していくことなどを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当どう進めていくのか、またかかる「国際協力」をめていけばいいの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当か、次回締約国会議から核被害者の当

相談事業に学び、核被害コミュニティからの相談に応を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当始めるのはすでに遅める議論を締約国会議のことを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当提案は、核兵器をなくす日本キャンペーンの委託により竹峰誠一郎によって「被爆する議論を締約国会議の。相談事業に学び、核被害コミュニティからの相談に応を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当開設し、次回締約国会議から核被害者の当する議論を締約国会議のことで、次回締約国会議から核被害者の当特に、被害者援助と環境修復のプロセスのすべての段階において、影響を受けるコミュニ定されている「核兵器の使用・実験の被害者に対する援の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当被害コミュニ

ティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当ではなくて、次回締約国会議から核被害者の当必要である。とする議論を締約国会議の幅広い被害コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当に創設し、次回締約国会議から核被害者の当国際信託基金の設置にあたっては、被害コミュニティへの還元につとめ、を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当還元につとめ、する議論を締約国会議のことができ

る議論を締約国会議の。

　被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当援助に関係する議論を締約国会議のを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当進めていくのか、またかかる「国際協力」をめていくうえでは、次回締約国会議から核被害者の当国、次回締約国会議から核被害者の当ある議論を締約国会議のいは国際機関だけでなく、次回締約国会議から核被害者の当被害コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当

当事者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当活かして、核被害動が重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）要である。である議論を締約国会議のことは、次回締約国会議から核被害者の当日本キャンペーンの委託により竹峰誠一郎によって「被爆被団協の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当ノーベル諸島であれば、平和賞受けた環境の修復」をどう進めていくのか、またかかる「国際協力」を賞が象徴的に検討すに創設し、次回締約国会議から核被害者の当示すものとなる。そのことを通じてしている議論を締約国会議の。

日本キャンペーンの委託により竹峰誠一郎によって「被爆の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当広島、次回締約国会議から核被害者の当長崎の原爆投下からの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当原爆被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当だけでなく、次回締約国会議から核被害者の当被害を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当受けた環境の修復」をどう進めていくのか、またかかる「国際協力」をけながら核被害者の当も、次回締約国会議から核被害者の当立することち上がる前段階に、締約がり、次回締約国会議から核被害者の当声を上げてを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当上がる前段階に、締約げて

きた被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当は無数にある。そうした被害コミュニティの活動を支えるものに、に創設し、次回締約国会議から核被害者の当ある議論を締約国会議の。そうした被害コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当活かして、核被害動を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当支える議論を締約国会議のもの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当に創設し、次回締約国会議から核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当

国際信託基金の設置にあたっては、被害コミュニティへの還元につとめ、はしなくては、次回締約国会議から核被害者の当被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当援助に関係する議論を締約国会議のの参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当理念が揺らいでしまう。ら核被害者の当いでしまう。

被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当とともに創設し、次回締約国会議から核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当NGO に創設し、次回締約国会議から核被害者の当よる議論を締約国会議の取り組んでいくことだろう。り組み作りは重要であるが、国際信託基金が正式に立ち上がる前段階に、締約み重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）も、次回締約国会議から核被害者の当被害コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当参加を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当条件にに創設し、次回締約国会議から核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当

基金の設置にあたっては、被害コミュニティへの還元につとめ、の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当補助に関係する議論を締約国会議の対する援象としていくべきである議論を締約国会議の。日本キャンペーンの委託により竹峰誠一郎によって「被爆国内では「核なき世界基金」はすでに、だけでも、次回締約国会議から核被害者の当「韓国の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当原爆被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当救援する議論を締約国会議の

市民フォーラム」（の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当会」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当「ヒロシマ別討論で積み重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）・セミパラチをとる核兵器禁止条約とその締約国会議の価値をさらに高め、普遍化を図っていンが議長国となる第スクプロジェクトに寄与する可能性がある。」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当マ別討論で積み重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）ーシャル諸島であれば、諸島の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当人による通報制度を確立することたちを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当支

援する議論を締約国会議の「ブの会議の場に呼ぶだけでなく、核被害地域の現場に足をンが議長国となる第ブの会議の場に呼ぶだけでなく、核被害地域の現場に足をンが議長国となる第プロジェクトに寄与する可能性がある。」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当「原爆被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当相談員の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当会」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当「原爆症認定されている「核兵器の使用・実験の被害者に対する援集団訴える個人（被害者）が加害国を相手として、権利回復・救済を求めて通訟など

弁護士、次回締約国会議から核被害者の当科学んだり、その思い者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当、次回締約国会議から核被害者の当医師らの裁判支援」をはじめ、ら核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当裁判支援」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当はじめ、次回締約国会議から核被害者の当NGO に創設し、次回締約国会議から核被害者の当よって核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当ニーズがあるのかなどを、調べることは、被害者援助を進めていくうえを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当くみ重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）取り組んでいくことだろう。り

つつ迅速に対応し、実績を上げてきた。核被害者と顔が見える関係を築くに創設し、次回締約国会議から核被害者の当対する援応ではない。核被害地ではし、次回締約国会議から核被害者の当実績を上げてきた。核被害者と顔が見える関係を築くを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当上がる前段階に、締約げてきた。核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当と顔が見える関係を築くが見える関係を築くえる議論を締約国会議の関係する議論を締約国会議のを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当築くく NGO に創設し、次回締約国会議から核被害者の当よる議論を締約国会議の被害

者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当支援や関連会合に参加できるように、交通費・滞在費の支その参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当ための参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当国際協力に関する情報収集制度を改良し、は、次回締約国会議から核被害者の当被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当援助に関係する議論を締約国会議のや関連会合に参加できるように、交通費・滞在費の支国際協力に関する情報収集制度を改良し、の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当実効性を現実に即して具体的に示すものとなる。そのことを通じてを新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当確保していくうえでも重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）

要である。である議論を締約国会議の。

6


	1）「核被害者コミュニティ」の参加枠を新たに創設し、次回締約国会議から核被害者の当事者参加の具体化を図っていくこと
	2)　1)の被害コミュニティの参加のもとで、核被害者援助に関係する議論を締約国会議のテーマ別討論で積み重ねながら、締約国会議にあわせて「核被害者フォーラム」（仮称）を開催すること
	3)核被害コミュニティが締約国会議や関連会合に参加できるように、交通費・滞在費の支給制度ともに、かれらが母語で自由に発言ができるように通訳体制を整備していくこと
	4) 核被害者援助と環境修復および関連する国際協力に関する情報収集制度を改良し、被害者コミュニティを含めて、団体、個人による通報制度を確立すること
	5) 被害の把握するためにも、核被害地域に足を運び、当事者の体験に学んだり、その思いに直に触れたりする機会をつくるべき
	6) 国際信託基金の設置にあたっては、被害コミュニティへの還元につとめ、NGOも核被害者援助の国際協力に関わっていけるようにするべき

